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第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）及び文化芸術基本法（平成十三年法律第百四十八号）

の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術

及び文化の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管（育成

を含む。以下同じ。）し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション

等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関（社会教育法

による公民館及び図書館法（昭和二十五年法律第百十八号）による図書館を除く。）のうち、次章の規定による登録を

受けたものをいう。 

２ この法律において「公立博物館」とは、地方公共団体又は地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法

律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の設置する博物館をいう。 

３ この法律において「私立博物館」とは、博物館のうち、公立博物館以外のものをいう。 

４ この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料（電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次条第一項第三号におい

て同じ。）を含む。）をいう。 

（博物館の事業） 

第三条 博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。 

一 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び

展示すること。 

二 分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。 

三 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。 

四 一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図

書室等を設置してこれを利用させること。 

五 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。 

六 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。 

七 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。 

八 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。 

九 当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の適用を受ける文化財に

ついて、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。 

十 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、

及びその提供を奨励すること。 

十一 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。 

十二 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。 

２ 博物館は、前項各号に掲げる事業の充実を図るため、他の博物館、第三十一条第二項に規定する指定施設その他こ

れらに類する施設との間において、資料の相互貸借、職員の交流、刊行物及び情報の交換その他の活動を通じ、相互に

連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

３ 博物館は、第一項各号に掲げる事業の成果を活用するとともに、地方公共団体、学校、社会教育施設その他の関係

機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力し、当該博物館が所在する地域における教育、学術及び文化の振興、

文化観光（有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源（以下この項において「文化資源」という。）の観覧、

文化資源に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光をいう。）その他

の活動の推進を図り、もつて地域の活力の向上に寄与するよう努めるものとする。 

 

以下第 4 条から第 31 条まで、職員、登録等について規定されているが省略。 
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改正（現行）教育基本法 2006 平成 18 年 

第 12 条 ２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学

習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。 

第 18 条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。 

 

改正(現行) 社会教育法 2013 平成 25.6.14 

（図書館及び博物館） 第九条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。  

２ 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。 

 

旧教育基本法 1947 昭和 22 年 

第 7 条 ２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法に

よつて教育の目的の実現に努めなければならない。 

第 11 条（補則）   この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければ

ならない。 

 

旧社会教育法 1949 昭和 24.6.10 

（図書館及び博物館） 第九条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。  

２ 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。 

 

文化芸術基本法 2017 平成 29.6.23 全 37 条  ← 文化芸術振興基本法 2001 平成 13 

前文 

文化芸術を創造し，享受し，文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは，人々の変わらない願いである。また，文

化芸術は，人々の創造性をはぐくみ，その表現力を高めるとともに，人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土

壌を提供し，多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり，世界の平和に寄与するものであ

る。更に，文化芸術は，それ自体が固有の意義と価値を有するとともに，それぞれの国やそれぞれの時代における国民

共通のよりどころとして重要な意味を持ち，国際化が進展する中にあって，自己認識の基点となり，文化的な伝統を尊

重する心を育てるものである。 

我々は，このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく，心豊かな活力ある社会の形成にとって極めて重

要な意義を持ち続けると確信する。 

しかるに，現状をみるに，経済的な豊かさの中にありながら，文化芸術がその役割を果たすことができるような基盤の

整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二十一世紀を迎えた今，文化芸術により生み出される様々な価

値を生かして，これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し，発展させるとともに，独創性のある新たな文化芸術

の創造を促進することは，我々に課された緊要な課題となっている。 

このような事態に対処して，我が国の文化芸術の振興を図るためには，文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認

識し，文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ，文化芸術を国民の身近なものとし，それを尊重し

大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。 

ここに，文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向を示し，文化芸術に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するため，この法律を制定する。 

 

（美術館，博物館，図書館等の充実） 

第二十六条 国は，美術館，博物館，図書館等の充実を図るため，これらの施設に関し，自らの設置等に係る施設の整

備，展示等への支援，芸術家等の配置等への支援，文化芸術に関する作品等の記録及び保存への支援その他の必要な施

策を講ずるものとする。 
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